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釣竿公正マーク３０周年キャンペーン 

応募総数２０，６９４通 

たくさんのご応募ありがとうございました 
 

●設立３０周年を迎え、益々の活動周知を図ることを目的とした記念キャンペーンを

実施いたしました。 

 
目 的 

全国釣竿公正取引協議会は、消費者庁の指導のもと、

釣竿やカタログへの原産国や素材等の表示が不当に

行われないよう自主的に定めたルール「釣竿の表示に

関する公正競争規則」を運用する機関です。設立３０

周年を迎え、より多くの方に「釣竿公正マーク」を認

知していただくためのキャンペーンを実施します。  

実施期間 

平成 26 年 12 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日    

(H26.11.20～釣り雑誌に順次掲載）       

応募締切 

平成 27 年 2 月 28 日 当日消印有効 

賞品 

Ａ賞（30 名）オリジナルカーボン製ペン立て 

Ｂ賞（60 名）カシオ フィッシング機能付き腕時計 

Ｃ賞（3 名） ダイソン クールテーブルファン 

Ｄ賞（3 名） ネスカフェ ドルチェストミニミー 

Ｅ賞（3 名） パナソニック 衣類スチマー 

 

 

 

●平成２７年３月６日(金)午後４時より東京・日

本フィッシング会館に於いて、「釣竿公正マーク３０周年キャンペーン」の抽選会が執り

行われました。 

   

 

応募総数２０，６９４通 

Ａ賞 ３９８通 Ｄ賞 １，６０８通 

Ｂ賞 １０，６２６通 Ｅ賞 ２，１３９通 

Ｃ賞 ５，５７２通 無効 ３５１通 
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●釣竿公正マーク３０周年キャンペーンを当協議会ＨＰに掲載いたしました。 

 たくさんの方が当協議会ＨＰを閲覧され、「釣竿公正マーク」を認識されたことと存じま

す。 

閲覧数は次の通りです。 

 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

トップページ 111 701 957 1,016 1,059 1,038 

釣竿公正マーク３０周年 

キャンペーンの応募ページ 
0 0 162 6,386 8,697 18,990 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1 月 30 日（金）～2 月 1 日（日）の 3 日間、横浜市・パシフィコ横浜で『ジャ

パンフィッシングショー２０１５』（（一社）日本釣用品工業会主催）、平成 27 年 2 月 6 日

（金）～8 日（日）の 3 日間、大阪市・インテックス大阪で『フィシングショーＯＳＡＫＡ２

０１５』（大阪釣具協同組合主催）がそれぞれ開催されました。 

 当協議会では、公正競争規約・公正マークのパネル、感電事故防止のパネルを展示し、 

釣竿公正マーク 30 周年キャンペーンのチラシ、公正マークステッカーを会場で配布いたし

ました。昨年同様に、来場者の皆様にアンケートを実施いたしました。 

また、出展された会員の皆様には「会員証」の掲示をご協力いただきました。 

 なお、消費者庁表示対策課規約第一係長 安藤香織様にはジャパンフィッシングショー

２０１５オープニングセレモニーにご臨席を賜りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャパンフィッシングショー２０１５ 

フィッシングショーＯＳＡＫＡ２０１５ 
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【理 事 会】 
◆第１３８回理事会 
平成 26 年 9 月 26 日（金）午後 1 時 30 分より東京・日

本フィッシング会館 7 階ＡＢ会議室において、次の議

案で開催された。 

議案 

第 1 号議案 平成 26 年中間決算見通しに関する件 

第 2 号議案 30 周年事業・懸賞に関する件 

第 3 号議案 広報活動に関する件 

第 4 号議案 第 8 回員対象調査に関する件 

第５号議案 退会に関する件 

第６号議案 その他の件 

      ①フィッシングショー後援名義使用につ

いて         

②JAPAN FISHING SHOW2015 釣竿 

出品の公正マーク貼付実態調査 

      ③「釣竿の表示について」冊子について 

◆第１３９回理事会 
平成 26 年 12 月 19 日（金）午後 3 時より東京・日本フ

ィッシング会館 7 階 AB 会議室において、次の議案

で開催された。 

議案 

第 1 号議案 平成 26 年度中間監査報告について 

第 2 号議案 第 8 回会員対象調査結果報告について 

第３号議案 釣竿公正マーク３０周年キャンペーンに

ついて 

第４号議案 広報活動について 

第５号議案 入会に関する件 

第６号議案 その他の件  

      ①新委員会設置について 

      ②釣竿の繊維含有率検査について 

      ③役員改選について 

      ④平成２７年度総会・理事会日程につい   

て 

      ⑤改正景品法について 

◆第１４０回理事会 
平成 27 年 3 月 6 日（金）午後 1 時 30 分より東京・日

本フィッシング会館 7 階 AB 会議室において、次の議

案で開催された。 

議案 

第 1 号議案 平成 26 年度事業報告及び平成 27 年度事

業計画（案）に関する件 

第 2 号議案 平成 26 年度収支決算見通し及び平成 27

年度収支予算（案）に関する件 

第 3 号議案 「釣竿の表示に関する公正競争規約同施

行規則」変更に関する件 

第 4 号議案 入会に関する件 

第５号議案 釣竿公正マーク 30 周年記念キャンペー

ン報告   

  

【総務委員会】 
◆第 7 回総務委員会 
平成 26 年 8 月 27 日（水）午後 1 時より大阪・    

新大阪丸ビル別館会議室2階２－１Aにおいて、

次の議題で開催された。 

議題 

    １）懸賞事業について 

２）その他の件 

◆第８回総務委員会 
平成 26 年 12 月 19 日（金）午後 2 時より東京・    

日本フィッシング会館 7 階 C 会議室において、

次の議題で開催された。 

議題 

  １）役員改選の件について 

◆第 9 回総務委員会 
平成 27 年 2 月 7 日（土）午後 2 時より大阪・フ    

ィッシングショーOSAKA2015 招待者控室にお

いて、次の議題で開催された。 

議題 

   １）平成２６年度収支決算見込み及び平成  

２７年度収支予算（案）について  

 

 

 

 

 

 

 

【調査指導委員会】 
 ◆第８回会員対象調査 
平成 26 年 10 月 31 日（金）午後 1 時 30 分より    

東京・日本フィッシング会館８階会議室におい

て実施された。 

 
 

 

 

 

理事会・委員会レポート 
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●虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者４社に対する景品表示法に基

づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品 

（以下「虫よけ商品」という。）を販売する事業者４社（以下「４社」という。） 

に対し、景品表示法第６条の規定に基づき、措置命令を行いました。 

４社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為（表示 

を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第４条第１項第１号（優良誤認）に該当） 

が認められました。 

４社：アース製薬㈱・興和㈱・大日本除蟲菊㈱・フマキラー㈱ 

 

措置命令の概要 

(1)対象商品 

虫よけ商品（アース製薬８商品、興和４商品、大日本除蟲菊１１商品、フマキラー７

商品の計30商品） 

 

(2)対象表示 

ア 表示の概要 

(ｱ) 表示媒体 

商品パッケージ 

(ｲ) 表示期間 

別表「表示期間」欄記載の期間 

(ｳ) 表示内容 

４社は、例えば、別紙１ないし４の「表示内容」を記載するなど、あたかも、対象商

品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわ

たり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けない

かのように示す表示をしていた。 

 

イ 実際前記アの表示について、当庁は、景品表示法第４条第２項の規定に基づき、４社

に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたとこ

ろ、４社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものとは認められなかった。 

 

(3)命令の概要 

ア ４社が行った前記⑵アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨

を一般消費者へ周知徹底すること。 

 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を

行わないこと。 
※詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください 

消費者庁   News Release 
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●第１３８回理事会・第１３９回理事会で入会１社、退会１社がそれぞれ承認されました。 

 入会会員 

 ・株式会社ジークラック 代表取締役 青木 邦充 

  〒501-1177 岐阜県岐阜市中西郷4-135-1   TEL058-260-6227 FAX058-216-3300 

 退会会員 

 ・有限会社サンフィッシング 代表取締役社長 西村かよ子 

  〒679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町592-3 TEL0795-28-2141 FAX0795-28-4649 

 

 

 

●平成２７年度総会・理事会開催日程は次の通りです。 

  

  第１４１回理事会  平成２７年 ５月２９日（金） 

  第３１回定時総会        同 

  第１４２回理事会  平成２７年 ９月 ４日（金） 

  第１４３回理事会  平成２７年１２月１８日（金） 

  第１４４回理事会  平成２８年 ３月１６日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-22-8  

                                 日本フィッシング会館５Ｆ 
TEL 03-3206-1130 FAX 03-3206-1140  

◇事務局だより◇ 

 

平成２６年度は、全国釣竿公正取引協議会設立３０周年として 

の大切な事業がありました。 

「３０年のあゆみ」の刊行、記念品の作成、そして大きな事業 

となりました「釣竿公正マーク３０周年キャンペーン」と称さ 

れた『ハガキ懸賞』。こちらについては、賞品の選択・応募方 

法・問題と答え・等々ゼロからの企画でした。また、釣り業界 

団体では初めての試みである「ハガキ懸賞」と思います。 

役員を始め会員各位・日本釣りジャーナリスト協議会各位・釣 

り雑誌広告担当者各位・釣りビジョン担当者各位・株式会社三 

青社三田様・業界３誌各位の皆様のご協力のもと、おかげ様で、 

応募総数２０，６４９通ものハガキをお送り頂きました。 

ご協力ありがとうございました。 

3 月 6 日の抽選会を終え、最後の仕事となる当選者への賞品発 

送が無事に終了しました。 

 

会  員  動  向 

平成２７年度総会・理事会開催日程 

 

第３１回定時総会の資料を作成いたします。 

会員各位の皆様には名簿の確認をさせて頂きま

すので宜しくお願いいたします。 


